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特集
●いざというときの 応急給水場所
●知っておきたい さいたま市の下水道！

※8時～21時（年中無休）

道路漏水を発見したら（携帯電話からもつながります）0120・189・240 ※24時間365日対応（通話料無料）

問合せ 水道局電話受付センター 665・3220TEL 665・5536FAX

※１
※2
※3

はがきタイプの使用水量等のお知らせに変更はありません。
「さいたま市水道局アプリ」にご登録いただいた方には、使用水量等のお知らせ（検針票・はがき）は発行しておりません。
検針システムの変更に伴い、検針票を変えるものです。

◀市水道局ＨＰは
　こちらから

検針票 が 令和５年１０月から変わります！ ※１
※2
※3

変更前の検針票 変更後の検針票（令和5年10月1日以降の検針分から）

※水道だより「水と生活」8月号は63万7,000部作成し、1部あたりの経費は14円（配布費用含む）です。

発行●さいたま市水道局　編集●水道総務課　〒330-8532 浦和区常盤６-14-16 048・714・3069TEL 048・832・5929FAX

大雨への備えについて

　さいたま市水位情報システムでは、市内の河川、道路、下水道で観測
している水位情報やカメラ画像を確認することができます。
　大雨時などの情報収集にご活用ください。

　下水道（雨水管）の排水能力を超える大雨が降ると、下水道から水があふれ
ることなどによる内水はん濫が発生します。このマップは、内水はん濫によって
想定される浸水区域や浸水深、避難などに役立つ情報等をまとめたものです。
水害に対する日頃の備えや避難の際に役立てていただくなど、市民の皆さんの
自助・共助の促進を目的として作成しました。
　このマップは、各区役所情報公開コーナー等にて配布しています。

「さいたま市内水ハザードマップ」について

浄化槽をお使いの皆さんへ

浄化槽を使用する場合には、年１回の水質検査の受検が法律により義務付けられて
います。また、「定期水質検査」の他に、「保守点検」と「清掃」が法律により義務付
けられています。「定期水質検査」、「保守点検」、「清掃」どれか1つでも欠けると浄
化槽の機能が十分に発揮されませんので3つ全て実施しましょう。

浄化槽の定期水質検査の受検は管理者の義務です

　下水道に接続するなどして、浄化槽の使用を止めた場合には「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要
です。その他にも、浄化槽の管理者に変更があった場合や浄化槽の使用を一時中止する際などにも各種
届出が必要となります。
　詳しくは環境対策課までお気軽にお問い合わせください。

浄化槽の使用を止めた場合には届出が必要です

「さいたま市水位情報システム」について

▲情報面（表紙）

▲システム画面

▲地図面（拡大図）

問合せ
下水道計画課 829・1566 TEL 829・1975FAX
内水ハザードマップについて

河川課 829・1585TEL 829・1988FAX
水位情報システムについて

問合せ 環境対策課 829・1331TEL 829・1991FAX

定期水質検査は、次の知事指定検査機関に直接申し込んでください。

申込先 埼玉県知事指定検査機関 （一社）埼玉県環境検査研究協会　
048・778・8700TEL

検索さいたま市　内水ハザードマップ　

市ホームページでご確認いただけます。

検索さいたま市　水位情報システム　

市ホームページでご確認いただけます。
◀詳しくは
　こちらから

◀詳しくは
　こちらから

検索さいたま市　浄化槽の設置・使用開始・廃止

▲各種様式はこちらから

▲浄化槽外観の例

定期水質検査の受検料 10人槽以下（家庭用浄化槽） 5,000円  
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